
 

有田川町開発指導要綱運用細則 

 

 

(定義) 

第１条 要綱第 2条第 3 号に規定する開発区域に含めない
・ ・ ・

区域は、次の各

号に掲げる開発行為に関する工事に関連する工事（以下、「関連工事」と

いう。）の区域とする。 

(1)開発区域外の既設排水施設に接続させるために行う最小限の工事に

関する土地の区域 

(2)開発区域外の既設給水施設に接続させるために行う最小限の工事に

関する土地の区域 

(3)隣接地の敷地において開発区域と接する部分で、開発区域内の形状

の変更に係る工事と一体的に施工することにより、構造の安定や施工

の合理性が認められる場合において、隣接地所有者の同意を得たうえ

で行う最小限の工事に関する区域（以下、「造成協力地」という。）※ 

２ 前項に規定する区域が要綱第 3条第 5 項に規定する一体の開発行為と

みなす区域に含まれる場合は、前項の規定にかかわらず、開発区域に含

めるものとする。 

３ 造成協力地が宅造区域又は特盛区域内であり、その区域で行われる開

発行為が盛土規制法の許可又は届出を要する土地の形質の変更である

場合は、第 1項の規定にかかわらず、開発区域に含めるものとする。 

  



 

※造成協力地について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

(適用範囲) 

第２条 要綱第 3条第 5 項に規定する「近接」とは、里道又は水路を隔て

て隣り合う区域をいう。 

２ 要綱第 3条第 5項第 1号に規定する「開発主体が同一」とは、先行開

発事業と追加開発事業の開発者、土地所有者、工事施行者、設計者のい

ずれかが同一である場合をいう。 

３ 要綱第 3条第 5項第 2号に規定する「附属するもの」とは、専用駐車

場等のように、予定建築物等の敷地と隣接して整備し、一体的に利用す

ることを目的とした開発行為をいう。 

(事前協議) 

第３条 要綱第 4条第 2 項に規定する開発計画事前協議申請書の様式は、

様式第 1とする。 

２ 要綱第 4条第 2項に規定する添付図書及びその様式は、要綱第 3条第

2 項の許可又は同条第 3 項の承認を受けようとする者が申請する場合に

あっては別表 1、同条第 4 項の協議を要する開発行為を行おうとする者

が申請する場合にあっては別表 2に掲げるものとする。 

３ 要綱第 4条第 3項から第 5項までに規定する協議経過報告書の様式

は、様式第 3とする。 

４ 要綱第 4条第 3項に規定する「同意」とは、都市計画法 32 条第 1項

の規定に基づくもので、管理者が町の場合にあっては開発行為に関係

がある公共施設の管理者と協議すべき事項が前項で定める協議経過報

告書に記載され、その記載内容についての協議が完了したと認め、当

該報告書に管理者が押印することをいい、その他の者の場合にあって

はその管理者が指定する同意の様式（指定の様式がない場合にあって

は協議した内容及びその内容に同意する旨の記載がある任意の同意の

様式）に署名又は記名及び押印することをいう。 

５ 要綱第 4条第 9項に規定する回答書及び意見書の様式は、様式第 5と

する。 

(開発申請) 

第４条 要綱第 5条第 1項に規定する開発申請書の様式は、要綱第 3条第

2項の許可を要する開発行為（以下、「開発許可を要する開発行為」とい

う。）にあっては別記様式第二、開発承認を要する開発行為にあっては様

式第 8とする。 

２ 要綱第 5 条第 1項に規定する添付図書及びその様式は、開発許可を要

する開発行為にあっては別表 3、開発承認を要する開発行為にあっては

別表 4に掲げるものとする。 

３ 要綱第5条第1項ただし書きに規定する指導事項対応報告書の様式は、

様式第 6とする。 



 

４ 要綱第 5条第 3項に規定する同意の様式は、別記第 3号様式とする。 

５ 要綱第 5条第 4項に規定する説明した旨の報告の様式は、様式第 4と

する。 

(許可・承認) 

第５条 要綱第 6条第 3 項に規定する文書の様式は、開発許可を要する開

発行為にあっては様式 2、開発承認を要する開発行為にあっては様式第

9とする。 

(変更の許可等に係る様式) 

第６条 要綱第 7条第 2 項に規定する申請書等のうち、変更の許可又は承

認を受けるために必要となる変更申請書の様式は、開発許可を受けた開

発行為にあっては別紙１様式、開発承認を受けた開発行為にあっては様

式第 10 とする。 

２ 要綱第 7 条第 2項に規定する申請書等のうち、処分に係る文書の様式

は、開発許可を要する開発行為にあっては別紙第 41、開発承認を要する

開発行為にあっては様式第 11とする。 

３ 要綱第 7 条第 2項に規定する申請書等のうち、変更の届出の様式は、

別紙 2様式とする。 

(廃止の届出の様式） 

第７条 要綱第 8条第 3 項に規定する廃止の届出の様式は、別記様式第八

とする。 

(完了報告) 

第８条 要綱第 9条第 2 項に規定する工事完了の届出の様式は、開発行為

に関する工事が完了した場合にあっては別記様式第四、公共公益施設に

関する工事が完了した場合にあっては別記様式第五とする。 

(検査) 

第９条 要綱第 10 条第 2 項に規定する検査済証の様式は、開発許可を受

けた開発行為において、開発行為に関する工事が完了した場合にあって

は別記様式第六、公共公益施設に関する工事が完了した場合にあっては

別記様式第七とし、開発承認を受けた開発行為において、開発行為に関

する工事が完了した場合にあっては様式第 12、公共公益施設に関する工

事が完了した場合にあっては様式第 13とする。 

(管理の引継書) 

第１０条 要綱第 11条第 3項に規定する引継書の様式は、様式第 14とす

る。 

  



 

（技術的基準） 

第１１条 要綱第 6 条第 1 項に規定する「開発許可の基準」は、当該開発

行為の内容に対して適用される都市計画法第 33 条第 1 項各号に掲げる

基準及びこの細則第 12 条から第 16条までに掲げる補足基準をいう。※ 

 

 

※開発許可の基準の適用関係（○印は適用、△印は 1ha 以上に適用） 

※開発区域が宅造区域又は特盛区域内で、盛土規制法の許可を要する土地

の形質の変更がある場合は、この条第 3 項の規定に基づく基準を適用する。 

 

  

都 市 計

画 法 

第 33 条 

第 1 項 

各 号 

こ の 細

則 で 規

定 す る 

補 足 

基 準 

技術基準 

建 築 物 第 1種特定工作物 第 2種特定工作物 

自 己 用 
一 般 
(その他) 

自 己 

業 務 用 

一 般 

(その他) 

自 己 

業 務 用 
一 般 
（その他） 居住用 業 務 用 

第１号 － 
用途地域との

適合 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第２号 第 12条 
道路、公園等

空地 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第３号 第 13条 排水施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第４号 第 14条 給水施設  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第５号 － 地区計画等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第６号 第 15条 公共公益施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第７号 

※ 

第 16条 

※ 
防災安全措置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第８号 － 
災害危険区域

等の除外 
  ○  ○  ○ 

第９号 － 
樹木・表土の

保全 
△ △ △ △ △ △ △ 

第 10号 － 緩衝帯 △ △ △ △ △ △ △ 

第 11号 － 
輸送施設 

（40ha 以上） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 12号 － 
申請者資力信

用 
 △ ○ △ ○ △ ○ 

第 13号 － 
工事施行者能

力 
 △ ○ △ ○ △ ○ 

第 14号 － 権利者の同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

２ 要綱第 6 条第 2項に規定する「開発承認の基準」は、当該開発行為の

内容に対して準用する都市計画法第 33 条第 1 項各号に掲げる基準及び

この細則第 12条から第 16条までに掲げる補足基準をいう。※ 

 

 

※開発承認の基準の適用関係（○印は適用） 

※開発区域が宅造区域又は特盛区域内で、盛土規制法の許可又は届出を要

する土地の形質の変更がある場合は、次項の規定に基づく基準を適用する。 

 

 

 

 

都 市 計

画 法 

第 33 条 

第 1 項 

各 号 

こ の 

細 則 で

定 め る 

補 足 

基 準 

技術基準 

建 築 物 第 1種特定工作物 第 2種特定工作物 

自 己 用 
一 般 
(その他) 

自 己 

業 務 用 

一 般 

(その他) 

自 己 

業 務 用 
一 般 
（その他） 居住用 業 務 用 

第１号 － 
用途地域との

適合 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第２号 第 12条 
道路、公園等

の公共空地 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第３号 第 13条 排水施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第４号 第 14条 給水施設  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第５号 － 地区計画等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第６号 第 15条 公共公益施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第７号 

※ 

第 16条 

※ 
防災安全措置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第８号 － 
災害危険区域

等の除外 
  ○  ○  ○ 

第９号 － 
樹木・表土の

保全 
       

第 10号 － 緩衝帯        

第 11号 － 
輸送施設 

（40ha 以上） 
       

第 12号 － 
申請者資力信

用 
  ○  ○  ○ 

第 13号 － 
工事施行者能

力 
  ○  ○  ○ 

第 14号 － 権利者の同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

３ 開発行為の内容が他の法令と関係がある場合において、次の表各項

(イ)欄に掲げる開発行為により（ロ）欄の行為を行おうとする場合にあ

っては、当該行為に対する開発許可の基準又は開発承認の基準のうち、

(ハ)欄の基準及び(ニ)欄の規定に代えて、(ホ)欄に掲げる法令等の基準

を適用するものとする。 

 (イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ) 

1 要綱第3条

第4項の協

議を要する

開発行為 

 

 

設置する開発区

域内道路につい

て建築基準法第

42条第1項第5号

の指定を受ける 

都市計画法

第33条第1

項第2号（開

発区域内道

路※1につい

てのみ） 

この細則第

12条第2号

及び第3号 

建築基準法第42条第1

項第5号※2 

2 

 

 

 

開発承認又

は要綱第3

条第4項の

協議を要す

る開発行為 

高さ※3が2メート

ルを超える擁壁

の設置 
※4 

都市計画法

第33条第1

項第7号 

 

この細則第

16条第1号

から第4号

まで 

 

建築基準法施行令第

142条 

3 

 

 

 

宅造区域又

は特盛区域

内における

開発承認又

は要綱第3

条第4項の

協議を要す

る開発行為 

盛土規制法第13条又は

第31条(「技術的助言※

5」、「盛土等防災マニ

ュアル」及び「宅地開発

に伴い設置される浸透

施設等設置技術指針」) 

4 盛土規制法の許

可※6又は届出※7

を要する土地の

形質の変更 

5 宅造区域内

における開

発許可※8を

要する開発

行為 

宅造区域内にお

ける盛土規制法

の許可を要する

土地の形質の変

更 

盛土規制法第13条(「技

術的助言」、「盛土等防

災マニュアル」及び「宅

地開発に伴い設置され

る浸透施設等設置技術

指針」) 

6 特盛区域内

における開

発許可を要

する開発行

為 

特盛区域内にお

ける盛土規制法

の許可を要する

土地の形質の変

更 

盛土規制法第31条(「技

術的助言」、「盛土等防

災マニュアル」及び「宅

地開発に伴い設置され

る浸透施設等設置技術

指針」) 



 

※1 開発区域内道路とは、開発区域内に新たに設置する道路をいう（以下、

次条において同じ。） 

※2 「開発行為等に係る消防施設等の指導基準」第 7条の規定により、開

発区域内の道路の有効幅員は、概ね 5メートル以上としなければなら

ない。 
※3 擁壁の高さとは、「和歌山県内建築基準法取扱い集」417 に規定する

低い地盤面から高い地盤面までの高さをいう。（以下、第 20条におい

て同じ。） 

※4 建築基準法第 88 条第 4項の規定による。 

※5 技術的助言とは、令和 5年 5月 26 日付「宅地造成及び特定盛土等規

制法の施行に当たっての留意事項について（技術的助言）（国官参宅

第 12号、5農振第 650 号、5 林整治第 244 号）をいう。 

※6 盛土規制法の許可を要する土地の形質の変更とは、宅造区域内におけ

る盛土規制法施行令第3条各号に掲げるもの及び特盛区域内における

同法施行令第 23 条各号に掲げるものをいう。 

※7 盛土規制法の届出を要する土地の形質の変更とは、特盛区域内におけ

る盛土規制法施行令第 3条各号に掲げるものをいう。 

※8 盛土規制法第 15 条第 2 項及び同法第 34 条第 2 項の規定により、都

市計画法第 29 条第 1 項又は第 2 項の許可を受けた場合は、盛土規制

法の許可を受けたものとみなされる。ただし、盛土規制法施行令第 23

条各号に掲げる土地の形質の変更にあっては盛土規制法の中間検査

及び定期報告の対象となるため、要綱第 4条第 6項で定めるところに

より、必要な手続き等について確認しておくこと。 

 

 

(公共空地に関する補足基準) 

第１２条 都市計画法第 33 条第 1項第 2号の道路、公園、広場その他の公

共の用に供する空地に関する基準における補足は、それぞれ次の各号に

定めるところによるものとする。この補足は、開発区域内道路について

は、将来、町道の認定を行うことを前提としていることから、都市計画

法の基準に町の道路施工基準及び解釈を補足するものである。 

(1)開発区域内道路は、開発許可を要する開発行為にあっては都市計画

法施行令(以下、「施行令」という。)第 25 条第 4 号に規定する道路、

開発承認を要する開発行為にあっては建築基準法第 42 条に規定する

道路に接続すること(以下、「接続先の道路」という。)。なお、施行令

第 25 条第 4 号の「車両の通行に支障がない道路」とは、都市計画法

施行規則（以下、「施行規則」という。）第 20 条の 2 第 2 号に規定す

る有効幅員（車道、歩道、路肩、中央帯、植樹帯等（附属施設である



 

保護路肩及び側溝を除く。ただし、側溝に次号ロに掲げる表(ⅰ)項（c）

欄に規定する蓋を設置する場合にあっては、この限りでない。）の合計

幅員をいう。以下、この条において同じ。）が 4 メートル以上の道路

とする。 

(2)開発区域内道路の構造は、施行規則第 24条各号の規定及び町の道

路施工基準に基づき、要綱第 4条第 4項で定めるところにより、開

発区域内道路の管理者となる者と協議のうえ決定すること。なお、

施行規則第 24条の技術的細目における町の基準は、次に掲げるもの

とする。 

イ 施行規則第 24条第 1号の構造は、道路構造令第 24条及び町道の施

工基準に基づき、次の表に掲げるものを標準とする。 

路面の種類 舗装構成 横断勾配 

車道及び 

路肩等 

セメント・コン

クリート舗装道 

表層：コンクリート 

（t≧150㎜） 

路床：砕石を標準とする 

1.5％以上 

2.0％以下 アスファルト・

コンクリート 

舗装道 

表層：密粒度アスコン 

（t≧50㎜） 

上層路盤：M-40 

（t≧100㎜） 

下層路盤：RC-40 

（t≧150㎜） 

路床：砕石を標準とする 

その他 協議による 
3.0％以上 

5.0％以下 

歩道又は自

転車道等 
協議による 2.0％※ 

※ 歩道等の横断勾配は、原則として道路の中心に向かって直線の下り

勾配とする。 

  



 

ロ 施行規則第 24条第 2号の道路の排水施設は、道路土工要綱及び町

道の施工基準に基づき、次の表に掲げるものを標準とする。 

 (a) (b) (c) 

(ⅰ) 道路側溝を

設ける箇所 

開発区域内に設置する

すべての道路の両側及

び交差部 

道路側溝に設計自動車荷重25ｔ

以上の蓋を設置し、通行上支障

がない場合は、有効幅員に含む

ことができる。※1 

(ⅱ) 道路側溝の

形状 

コンクリート製（U型）

を標準とする※2 

道路側溝の有効断面はそれぞれ

300mm以上とすること。 

耐久性が低いもの、L型側溝につ

いては原則認めない。※3 

(ⅲ) 道路側溝の

設計流速 

最小流速：0.6m／sec 

最大流速：3.0m／sec 

道路土工要綱に基づく。 

※1 道路側溝に蓋を設置する場合にあっては、現場条件や道路計画により

基準が異なるため、要綱第 4条第 4項で定めるところにより、管理者

となる者との協議のうえ決定するものとする。 

※2 自由勾配側溝を標準とする。 

※3 L 型側溝に対し、排水機能を損なう行為（乗上ブロックの設置、切り

下げ等）が頻繁に行われることから、町道を整備する場合においては

L型側溝の使用を制限しているため。 

 

 

ハ 施行規則第 24条第 3号に規定する道路の縦断勾配は、9％以下と

すること。ただし、開発承認を要する開発行為により設置される開

発区域内道路で、地形等によりやむを得ないと町長が認める場合に

あっては、12％以下とすることができるものとする。 

ニ 開発区域内道路に施行規則第 24 条第 5号ただし書きに規定する転

回広場を設ける場合は、袋路状とすることができる。この場合にお

ける転回広場は、次に示す形状を標準とし、要綱第 4条第 3項で定

めるところにより、接続先の道路の管理者との協議のうえ決定する

ものとする。ただし、開発承認を要する開発行為により設置される

開発区域内道路で、当該道路の中心線と接続先の道路の境界との交

点から当該道路の終端部までの距離が 100 メートル未満である場合

は、転回広場を設置しなくても袋路状とすることができるものとす

る。 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ホ 施行規則第 24 条第 6 号に規定する隅切りは、次の表に掲げる長さ

以上の斜長及び図に示す形状のものを標準とする。ただし、同一平面

で交差する道路に歩道がある場合における隅切りの形状については、

要綱第 4条第 3項で定めるところにより、接続先の道路の管理者との

協議のうえ決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

(3)開発区域内道路の有効幅員は、施行令第 25条第 2号に規定する 6

メートル以上の幅員とする。なお、同号の「小区間で通行上支障が

ない場合」の規定は適用しない。 

(4)開発区域内道路が、がけ若しくは水路等に接している場合、又は屈

曲部で必要と認められる場合は、要綱第 4条第 4項で定めるところ

により、管理者となる者との協議のうえ、防護柵、ガードレール、

カーブミラー、照明等の防護施設を設置しなければならない。 

(5)開発区域内道路の有効幅員内に電柱、第 4号に規定する防護施設そ

の他の通行の支障となるものを設置してはならない。 

(6)開発行為に関する工事により設置する公園、緑地又は広場は、施行

令第 25 条第 6号及び 7号に規定する基準に基づき、要綱第 4条第 4

項で定めるところにより、管理者となる者との協議のうえ決定する

ものとする。ただし、施行令第 25条第 6号ただし書きに該当する場

合は、この限りではない。 

(7)開発行為に関する工事により設置する消防施設等は、施行令第 25

条第 8号に規定する貯水施設の基準及び町の「開発行為等に係る消

防施設等の指導基準」に基づき、要綱第 4条第 4項で定めるところ

により、管理者となる者との協議のうえ決定するものとする。ただ

し、同条第 3項で定めるところにより、既設の消防施設等を利用す

ることについて管理者の同意を得た場合は、この限りではない。 

２ 開発区域に接する開発区域外の道路が第 1項第 1号の規定を満たさな

い場合、又は建築基準法第 42条第 2項に規定する特定行政庁の指定し

たものである場合において、開発区域内の敷地で道路後退を行おうと

するときは、道路となる部分における道路に関する基準について要綱

第 4条第 3項で定めるところにより、当該道路管理者との協議のうえ

決定するものとする。 

 

  



 

※参考 

道路敷と有効幅員の考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(排水施設に関する補足基準) 

第１３条 都市計画法第 33 条第 1項第 3号の排水路その他の排水施設に

関する基準における補足は、それぞれ次の各号に定めるところによる

ものとする。この補足は、開発区域内に新たに設置する排水施設につ

いては、町が帰属を受けることを前提としていることから、都市計画

法の基準に町の基準及び解釈を補足するものである。 

(1)都市計画法第 33条第 1項第 3号イに規定する「降水量」は、施行規

則第 22 条第 1 項の規定及び『都市計画法及び宅地造成等規制法に基

づく技術的基準』の排水施設に関する基準に基づき、開発許可を要す

る開発行為にあっては和歌山県管内確率降雨強度の算定による 10 年

確率、開発承認を要する開発行為にあっては和歌山県管内確率降雨強

度の算定による 7年確率を標準とし、当該開発地の地域降雨強度にお

ける流達時間内強度を用いること。 

  



 

(2)施行令第26条に規定する排水路その他の排水施設の技術的細目にお

ける町の基準及び解釈は、次に掲げるものとする。 

イ 施行令第 26 条第 1号に規定する「開発区域内の排水施設」は、施

行規則第 22条第 1項に規定する計画下水量及び計画雨水量を有効に

排出できるように管渠の勾配及び断面積が定められていなければな

らない。計画下水量の算定方法、下水に係る管渠の勾配及び断面積

に係る設計にあっては要綱第 4条第 4項で定めるところにより、管

理者となる者との協議のうえ決定するものとする。また、計画雨水

量にあっては合理式を用いて算定することを標準とし、雨水に係る

管渠の勾配及び断面積にあっては算定した計画雨水量を有効に排出

できるよう設計しなければならない。この場合において、合理式に

よる算定で用いる降雨強度、流出係数、排水面積については、次に

掲げるものとする。 

 

（合理式）

1 Q ： 最大計画雨水流出量（㎥／秒）

360 I ： 流達時間（t）内の平均降雨強度（㎜／時間）

C ： 流出係数

A ： 排水面積（ha)

（流達時間）

ｔ＝ ｔ1＋ｔ2 ｔ ： 流達時間

ｔ1： 流入時間

ｔ2： 流下時間（流路（管渠）の延⾧／平均流速）

Q＝ ・C・I・A

 

 

(a)降雨強度は、第 1項第 1号に規定する降雨強度を用いること。 

(b)流出係数は、原則として開発前 0.7、開発後 0.9、水面 1.0 を用い

ること。 

(c)排水面積は、開発の内容や周辺の地形等を勘案して決定される排水

区域の面積（開発が行われる区域内の上流部も含む。）とする。 

 

 

  



 

ロ 施行令第 26 条第 2号に規定する「有効かつ適切」とは、地形等か

ら考えて無理なく排出することができると同時に、接続先の排水能

力に問題がないことに加え、接続先の本来の機能に照らして汚水及

び雨水を排出することが適当であることをいう。接続先がこの号イ

の規定により算定した計画下水量又は計画雨水量を「有効かつ適

切」に処理できないことが判明した場合は、接続先の改修方法につ

いて要綱第 4条第 3項で定めるところにより、接続先の管理者との

協議のうえ決定するものとする。 

ハ 施行令第 26 条第 2 号に規定する「放流先の排水能力によりやむを

得ないと認められるとき」とは、接続先の改修が困難でかつ他に接続

できる十分な排水能力を有する放流先が存在しない場合をいう。この

場合にあっては、同号の規定に基づき、雨水に限り流出抑制施設を設

け、浸透又は貯留することができるものとする。 

ニ この号ロに規定する「接続先の本来の機能に照らして汚水及び雨水

を排出することが適当である」について、当町域に存在する水路の大

半は、農業の用に供するものや道路用の側溝であり、当該開発区域に

接する水路がこれらに該当する場合にあっては、開発区域内の雨水を

排水することは適当であるとはいえないことから、開発後の最大計画

雨水流出量を開発前の最大計画雨水流出量以下に抑えるよう流出抑

制施設を設け、浸透又は一時貯留しなければならないものとする。た

だし、同号に規定する接続先の改修を行う場合、又は流出抑制施設の

設置が困難でかつ接続先がこの号イの規定により算定した計画雨水

量を処理できる場合で町長が認めるものについては、この限りではな

い。 

(給水施設に関する補足基準) 

第１４条 都市計画法第 33 条第 1 項第 4 号の規定は、水道その他の給水

施設についての基準を定めたものであるが、特に技術的細目の定めはな

いことから、開発区域内に新たに水道を敷設する場合は、要綱第 4条第

3 項及び第 4 項で定めるところにより、水道施設の管理者との協議のう

え決定するものとする。 

(ごみ集積施設に関する補足基準) 

第１５条 都市計画法第 33 条第１項第 6 号に規定する公益的施設のうち、

ごみ集積施設については、要綱第 4 条第 4項で定めるところにより、管

理者となる者及びごみ処理を行う者との協議のうえ決定するものとす

る。 

  



 

(安全措置に関する補足基準) 

第１６条 都市計画法第 33 条第１項第 7 号の安全措置に関する基準にお

ける補足は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。 

(1)都市計画法第 33条第１項第 7号に規定する地盤の沈下、崖崩れ、出

水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地

盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜら

れるよう、施行令第 28 条並びに施行規則第 23 条及び第 27 条の規定

に基づくとともに、『都市計画法及び宅地造成等規制法に基づく技術

的基準』その他町長が認めるものを参考とした設計を定めなければな

らない。 

(2)施行規則第 23条第 1項の規定により設置される擁壁については、施

行規則第 27 条第 1 項の規定に基づき、構造計算、実験等によって安

全性を有していることを証明しなければならない。 

(3)施行規則第 27条第 2項に規定する開発行為によって生ずるがけ面を

覆う擁壁で高さが 2メートルを超える擁壁にあっては、同項の規定に

基づき、建築基準法施行令第 142 条（同令第 7章の 8の準用に関する

部分を除く。）に規定する基準を準用するとともに、同条第 1項第 5号

の規定に基づき、構造計算によって安全性を有していることを証明し

なければならない。 

(4)開発行為によって生ずるがけ面を覆う擁壁で高さが 2 メートル以下

のものにあっては、開発区域内に設置する最も高い擁壁及び道路に係

る擁壁について、構造計算、実験等又は技術基準に適合する旨を記載

した図書によって安全性を有していることを証明しなければならな

い。 

(5)開発区域内に既設の擁壁が存在する場合は、当該擁壁の構造を調査

し、構造計算、実験等又は技術基準に適合する旨を記載した図書によ

って安全性を有していることを証明しなければならない。なお、調査

した結果、安全性を有していない場合にあっては、やり替え又は補強

することを原則とする。 

２ 前項第 2号から第 5号までに掲げる「安全性を有していることを証

明」するとは、構造計算、実験等又は技術基準に適合する旨を記載し

た図書に係る検証過程及び結果が記載された図書及びその根拠とし

た資料を町長に提出することをいう。 

  



 

（補足） 

第１７条 この細則に定めのない事項や、地形等により基準を満たすこと

が困難な事項等について、町長が必要と認めたときは、開発者との協議

のうえ決定するものとする。 

２ この細則で定める様式は、和歌山県都市計画法施行細則（以下、「県細

則」という。）の様式を準用して定めるものとする。 

３ 前項の規定において、県細則に定めのないものにあっては町が独自に

定めるものとする。 

４ この細則に定めのない様式は、県細則の様式を準用するものとし、「和

歌山県知事」とあるのは、「有田川町長」とする。 

 

 

附則 

１ この細則は、令和 6年 3月 1日から施行する。 

  



 

別表１ 要綱第 3条第 2項の許可又は同条第 3項の承認を受けようとする

者が申請する場合 

 

添付図書 備考
(1) 他法令等の手続状況調書 様式第2

(2)
別表3又は4に掲げる
②関係図面一式

この細則第4条第2項に掲げる別表3又は4を参照

(3)
別表3又は4に掲げる
③計算書等一式

この細則第4条第2項に掲げる別表3又は4を参照

(4) 公共施設の管理者の同意

管理者が町の場合は、様式第3に押印があるもの
管理者が町以外の場合は、管理者が指定する同意の様式又
は任意の同意の様式に署名又は記名及び押印があるもの
※管理者毎に必要
※同意を得られていない場合は、様式第3に理由書を添えて
提出

(5)
公共公益施設の管理者とな
る者との協議

様式第3
※管理者毎に必要

(6) 開発区域内権利者一覧表 別記第3号様式付表

(7) 周辺地所有者一覧表
様式第4付表
※宅造区域又は特盛区域で、盛土規制法の許可を要する土
地の形質の変更にあっては、盛土規制法の基準を適用

(8) その他 適宜事前協議に必要な書類を添付すること  

 

 

  



 

別表２ 要綱第 3条第 4項の協議を要する開発行為をしようとする者が申

請する場合 

 

添付図書 備考
(1) 他法令等の手続状況調書 様式第2

(2)

別表4に掲げる②関係図面
のうち、以下に掲げるもの
・開発区域位置図
・開発区域図
・開発区域排水経路図
・現況図
・土地利用計画図
・造成計画平面図
・造成計画断面図
・排水計画平面図
・給水施設計画平面図
・造成地求積図
・公共公益施設求積図

この細則第4条第2項に掲げる別表3又は4を参照
公共公益施設の計画にあってはこの細則第11条第2項の開発
承認の基準を適用する

(3)

別表3又は4に掲げる③計算
書等のうち、以下に掲げる
もの
・排水流域図
・流量計算書
・現況写真

この細則第4条第2項に掲げる別表3又は4を参照
公共公益施設の計画にあってはこの細則第11条第2項の開発
承認の基準を適用する

(4) 公共施設の管理者の同意

管理者が町の場合は、様式第3に押印があるもの
管理者が町以外の場合は、管理者が指定する同意の様式又
は任意の同意の様式に署名又は記名及び押印があるもの
※管理者毎に必要
※同意を得られていない場合は、様式第3に理由書を添えて
提出

(5)
公共公益施設の管理者とな
る者との協議

様式第3
※管理者毎に必要

(6) 開発区域内権利者一覧表 別記第3号様式付表

(7) 周辺地所有者一覧表
様式第4付表
※宅造区域又は特盛区域で、盛土規制法の許可を要する土
地の形質の変更にあっては、盛土規制法の基準を適用

(8) その他 適宜事前協議に必要な書類を添付すること  



 

別表３ 開発許可を要する開発行為 

 

①開発申請書一覧 

申請 

図書 
図書の種類 明示すべき事項 備考 

委 任 状 委任状 

 申請者が申請手続

きをその他の他人

に委任する場合 

設 計 

説 明 書 
設計説明書 

設計の方針、開発区域内の土地の現況、土

地利用計画、公共施設の整備計画 

〈別記第２号様式〉 

自己居住用住宅は

不要 

証 明 書

及 び 

調 書 

設計者の資格調書 

設計図書の作製者が省令第１９条の資格

を有する者であることを証する書類（学校

卒業証明書および資格証明書等添付） 
〈別記第８号様式〉 

１ha 未満は不要 

工事施行者の能力調

書 

工事施行者の事業経歴書及び建設業の登

録写し添付 
〈別記第９号様式〉 

自己居住用の住宅

又は住宅以外の自

己業務用で１ha 未

満は不要 

申請者の資力信用調

書 

法人税、所得税の納税証明、預金残高証明

等を添付。資力及び信用の判断について

は、資金調達能力に不安があったり、過去

に誠実に事業をしなかった前歴（都市計画

法及び宅地建物取引業法に基づく監督処

分等を受けた者）がある場合の事態を判断

基準とする。 
〈別記第 10 号様式〉 

自己居住用の住宅

又は住宅以外の自

己業務用で１ha 未

満は不要 

工場調書 〈様式第 7〉 
工場がない場合は

不要 
街路証明書 都市計画街路に抵触する場合  

資 金 
計 画 書 

資金計画書 〈別記様式第三〉 

自己居住用の住宅

又は住宅以外の自

己業務用で１ha 未

満は不要 

登 記 

事 項 

証 明 書 

登記事項証明書又は

登記簿謄本 

土地（建物）の登記事項証明書又は登記簿

謄本（3 ヶ月以内） 

開発区域内全てに

ついて必要 

登記名義人が死亡

している場合には、

当該物件に係る相

続人を確認できる

書類を添付するこ

と 



 

 

申請 

図書 
図書の種類 明示すべき事項 備考 

公 図 公図（地番図） 

開発区域及び周辺の土地の公図。公図に

は、写しをとった法務局、年月日、氏名を

記入のうえ捺印 

 

同 意 書 

開発行為施行同意書 

開発区域内権利者の同意（印鑑証明書添

付）、権利者、開発区域内権利者一覧表を添

付すること。 
〈別記第３号様式〉 

 

同意書については、

所有者ごとに作成

すること。 

施行区域内の土地、

建物又は工作物に

ついて施行の妨げ

となる権利を有す

るものの同意書類

（所有権、根抵当権

等） 

 

公共施設管理者同意

書 

法第 32 条の規定による公共施設の管理者

との協議に関する図書 
〈様式第 3〉 

 

一次放流先の同意書 
一次放流先において影響を受ける水利組

合等との協議に関する図書 
 

協 議 書 
公共公益施設管理者

協議書 

法第 32 条の規定による公共施設の管理者

との協議に関する図書 
〈様式第 3〉 

 

そ の 他 

隣接地、周辺地域等

との調整資料 

調整過程、結果判断資料、隣接地所有者一覧

表 
〈様式第 4〉 
（備考） 
・隣接地所有者及び付近住民に対して、開

発行為による境界の確認又、工事施工に

よる迷惑行為等について、未然に趣旨の

徹底を図り、トラブル等の発生しないよ

う努めなければならない。万一不服等の

苦情が発生した場合は、開発者は誠意を

もってその改善等の措置を講じなけれ

ばならない。 
・地元関係者の同意書 

開発区域の周辺地域に対する影響が

あるものは地元関係者の同意を得る

よう努めなければならない。 

 



 

②関係図面一覧表 

申請 

図書 
図書の種類 

標準 

縮尺 
明示すべき事項 備考 

位 置 図 開発区域位置図 
1／50,000

以上 
開発区域の位置を表示した地形図  

区 域 図 開発区域図 

1 ／ 2,500

以上 

開発区域を明らかにする範囲で府

県界、市町村界、市町村内の字界、

地番、形状、隣地の地番、所有者名

等 

 

排 水 
系 統 図 

開発区域排水経路

図 

１／2,500

以上 

開発区域の位置、開発区域よりの排

水経路断面、構造、放流先の名称 
 

設計図 
（ 設 計

者 記 名

捺 印 す

ること） 

現況図 
１／2,500
以上 

方位、地形、開発区域の境界（赤枠）

並びに開発区域内及び開発区域の

周辺の公共施設（等高線は２ｍの標

高差を示すものであること）、１ha
以上について樹木又は樹木の集団

及び切土又は盛土を行う部分の表

土の状況 

 

土地利用計画図 
１／1,000
以上 

方位、開発区域の境界、公共施設の

位置及び形状、予定建築物等の敷地

の形状、予定建築物等の用途、公益

的施設の位置、樹木の集団の位置並

びに緩衝帯等の位置及び形状 

 

造成計画平面図 
１／1,000
以上 

方位、開発区域の境界、切土又は盛

土する土地の部分（がけ（地表面が

水平面に対し 30 度をこえる角度を

なす土地）で硬岩盤（風化の著しい

ものを除く。）以外のものをいう。）

又は擁壁の位置、道路の位置、形状、

幅員及び勾配 

 

造成計画断面図 
１／1,000
以上 

切土又は盛土をする前後の地盤面

の高低差の著しい箇所、切土、盛土

の無い場所であっても必要ある場

合は、二方向断面図 

 

道路縦断図 
１ ／ 500
以上 

測点、勾配、計画高、単距離、 
追加距離、縦断曲線、平面曲線 

自己居住用住宅

は不要 

道路標準断面図 
１／50 以

上 

路面、路盤の詳細、雨水桝及び取付

管の形状、道路側溝の位置・形状及

び寸法、埋設管の位置、道路幅員及

び横断勾配 

自己居住用住宅

は不要 

排水施設計画平面

図 
１ ／ 500
以上 

排水区域の区域界、排水路の位置、

種類、材料、形状、内のり寸法、勾

配、流水方向、吐口の位置、放流先

の名称、調整池の位置 

 

 



 

 

申請 

図書 
図書の種類 

標準 

縮尺 
明示すべき事項 備考 

設計図 
（ 設 計

者 記 名

捺 印 す

ること） 

排水施設縦断図 
１ ／ 500
以上 

マンホール記号、マンホールの種

類・位置及び深さ、排水渠勾配、マ

ンホール間距離、管径、土被り、計

画地盤高、地盤高、管底高 

 

排水施設構造図 
１／50 以

上 

構造詳細図（開渠、暗渠、落差工、

マンホール、雨水桝、吐口）終末処

理施設を設けた場合は、その図書を

添付すること。 

 

給水施設計画平面

図 
１ ／ 500
以上 

給水施設の位置、形状、内のり寸法

および取水方法並びに消火栓の位

置（排水施設計画平面図と併用して

もよい。） 

自己居住用住宅

は不要 
 

がけの断面図 
１／50 以

上 

がけの高さ、勾配及び土質、切土又

は盛土をする前の地盤面並びにが

け面の保護方法 
 

擁壁の断面図 
１／50 以

上 

擁壁の寸法及び勾配(1:0.5 等を表

示)擁壁の材料及び寸法、裏込コン

クリートの寸法、透水層の位置寸

法、擁壁を設置する前後の地盤面、

基礎地盤の土質並びに基礎杭の位

置、材料および寸法。 

 

求 積 図 

造成地求積図 
１ ／ 500
以上 

造成地について三斜方式等により

求積、区画割りについても求積。 
 

公共公益施設求積

図 
１ ／ 500
以上 

公共公益施設について、道路、公園、

広場、緑地緩衝帯、水路等について

三斜方式等により求積。 
 

防 火 
水 槽 

防火水槽構造図 
１／50 以

上 
 自己居住用住宅

は不要 

防 災 

工 事 

防災工事計画平面

図 

１／1,000
以上 

方位、等高線、計画道路線、段切位

置、ヘドロ除去位置、除去深さ、防

災施設の位置・形状・寸法及び名称、

流土計画、工事中の雨水排水路、防

災措置時期及び期間（原則１ha 以

上） 

自己居住用住宅

は不要 

防災施設構造図 
１ ／ 100
以上 （原則１ha 以上） 

自己居住用住宅

は不要 

※宅造区域又は特盛区域内における開発行為で、盛土規制法の許可を要する土地の形質の変

更がある場合は、盛土規制法に基づく図書を添付すること。 

※その他町長が必要と認める図書を添付すること。 



 

③その他計算書等 

申請 

図書 
図書の種類 明示すべき事項 備考 

水 理 
計 算 

排水流域図 
開発区域に流入する地域、開発区域内の各

排水区域、調整池等の位置 
 

流量計算書 
計画雨水量、合理式流量計算書、クッター

公式、マニング公式 
 

安 定 
計 算 

構造物の安定計算書 擁壁の安定計算、その他  

現 況 
写 真 

現況写真 
開発区域の現況、道路、排水路等開発行為

に関係のある公共施設の現況 
 

※宅造区域又は特盛区域内における開発行為で、盛土規制法の許可を要する土地の形質の変

更がある場合は、盛土規制法に基づく図書を添付すること。 

※その他町長が必要と認める図書を添付すること。 

  



 

別表４ 開発承認を要する開発行為 

 

①開発申請書一覧 

申請 

図書 
図書の種類 明示すべき事項 備考 

委 任 状 委任状 

 申請者が申請手続

きをその他の他人

に委任する場合 

設 計 

説 明 書 
設計説明書 

設計の方針、開発区域内の土地の現況、土

地利用計画、公共施設の整備計画 

〈別記第２号様式〉 

自己居住用住宅は

不要 

証 明 書

及 び 

調 書 

設計者の資格調書 

設計図書の作製者が省令第１９条の資格

を有する者であることを証する書類（学校

卒業証明書および資格証明書等添付） 
〈別記第８号様式〉 

１ha 未満は不要 

工事施行者の能力調

書 

工事施行者の事業経歴書及び建設業の登

録写し添付 
〈別記第９号様式〉 

自己居住用の住宅

又は住宅以外の自

己業務用で１ha 未

満は不要 

申請者の資力信用調

書 

法人税、所得税の納税証明、預金残高証明

等を添付。資力及び信用の判断について

は、資金調達能力に不安があったり、過去

に誠実に事業をしなかった前歴（都市計画

法及び宅地建物取引業法に基づく監督処

分等を受けた者）がある場合の事態を判断

基準とする。 
〈別記第 10 号様式〉 

自己居住用の住宅

又は住宅以外の自

己業務用で１ha 未

満は不要 

工場調書 〈様式第 7〉 
工場がない場合は

不要 
街路証明書 都市計画街路に抵触する場合  

資 金 
計 画 書 

資金計画書 〈別記様式第三〉 

自己居住用の住宅

又は住宅以外の自

己業務用で１ha 未

満は不要 

登 記 

事 項 

証 明 書 

登記事項証明書又は

登記簿謄本 

土地（建物）の登記事項証明書又は登記簿

謄本（3 ヶ月以内） 

開発区域内全てに

ついて必要 

登記名義人が死亡

している場合には、

当該物件に係る相

続人を確認できる

書類を添付するこ

と 



 

 

申請 

図書 
図書の種類 明示すべき事項 備考 

公 図 公図（地番図） 

開発区域及び周辺の土地の公図。公図に

は、写しをとった法務局、年月日、氏名を

記入のうえ捺印 

 

同 意 書 

開発行為施行同意書 

開発区域内権利者の同意（印鑑証明書添

付）、権利者、開発区域内権利者一覧表を添

付すること。 
〈別記第３号様式〉 

 

同意書については、

所有者ごとに作成

すること。 

施行区域内の土地、

建物又は工作物に

ついて施行の妨げ

となる権利を有す

るものの同意書類

（所有権、根抵当権

等） 

 

公共施設管理者同意

書 

法第 32 条の規定による公共施設の管理者

との協議に関する図書 
〈様式第 3〉 

 

一次放流先の同意書 
一次放流先において影響を受ける水利組

合等との協議に関する図書 
 

協 議 書 
公共公益施設管理者

協議書 

法第 32 条の規定による公共施設の管理者

との協議に関する図書 
〈様式第 3〉 

 

そ の 他 

隣接地、周辺地域等

との調整資料 

調整過程、結果判断資料、隣接地所有者一覧

表 
〈様式第 4〉 
（備考） 
・隣接地所有者及び付近住民に対して、開

発行為による境界の確認又、工事施工に

よる迷惑行為等について、未然に趣旨の

徹底を図り、トラブル等の発生しないよ

う努めなければならない。万一不服等の

苦情が発生した場合は、開発者は誠意を

もってその改善等の措置を講じなけれ

ばならない。 
・地元関係者の同意書 

開発区域の周辺地域に対する影響が

あるものは地元関係者の同意を得る

よう努めなければならない。 

 



 

②関係図面一覧表 

申請 

図書 
図書の種類 

標準 

縮尺 
明示すべき事項 備考 

位 置 図 開発区域位置図 
1／50,000

以上 
開発区域の位置を表示した地形図  

区 域 図 開発区域図 

1 ／ 2,500

以上 

開発区域を明らかにする範囲で府

県界、市町村界、市町村内の字界、

地番、形状、隣地の地番、所有者名

等 

 

排 水 
系 統 図 

開発区域排水経路

図 

１／2,500

以上 

開発区域の位置、開発区域よりの排

水経路断面、構造、放流先の名称 
 

設計図 
（ 設 計

者 記 名

捺 印 す

ること） 

現況図 
１／2,500
以上 

方位、地形、開発区域の境界（赤枠）

並びに開発区域内及び開発区域の

周辺の公共施設（等高線は２ｍの標

高差を示すものであること）、１ha
以上について樹木又は樹木の集団

及び切土又は盛土を行う部分の表

土の状況 

 

土地利用計画図 
１／1,000
以上 

方位、開発区域の境界、公共施設の

位置及び形状、予定建築物等の敷地

の形状、予定建築物等の用途、公益

的施設の位置、樹木の集団の位置並

びに緩衝帯等の位置及び形状 

 

造成計画平面図 
１／1,000
以上 

方位、開発区域の境界、切土又は盛

土する土地の部分（がけ（地表面が

水平面に対し 30 度をこえる角度を

なす土地）で硬岩盤（風化の著しい

ものを除く。）以外のものをいう。）

又は擁壁の位置、道路の位置、形状、

幅員及び勾配 

 

造成計画断面図 
１／1,000
以上 

切土又は盛土をする前後の地盤面

の高低差の著しい箇所、切土、盛土

の無い場所であっても必要ある場

合は、二方向断面図 

 

道路縦断図 
１ ／ 500
以上 

測点、勾配、計画高、単距離、 
追加距離、縦断曲線、平面曲線 

自己居住用住宅は

不要 

道路標準断面図 
１／50 以

上 

路面、路盤の詳細、雨水桝及び取付

管の形状、道路側溝の位置・形状及

び寸法、埋設管の位置、道路幅員及

び横断勾配 

自己居住用住宅は

不要 

排水施設計画平面

図 
１ ／ 500
以上 

排水区域の区域界、排水路の位置、

種類、材料、形状、内のり寸法、勾

配、流水方向、吐口の位置、放流先

の名称、調整池の位置 

 

 



 

 

申請 

図書 
図書の種類 

標準 

縮尺 
明示すべき事項 備考 

設計図 
（ 設 計

者 記 名

捺 印 す

ること） 

排水施設縦断図 
１ ／ 500
以上 

マンホール記号、マンホールの種

類・位置及び深さ、排水渠勾配、

マンホール間距離、管径、土被り、

計画地盤高、地盤高、管底高 

 

排水施設構造図 
１／50 以

上 

構造詳細図（開渠、暗渠、落差工、

マンホール、雨水桝、吐口）終末

処理施設を設けた場合は、その図

書を添付すること。 

 

給水施設計画平面

図 
１ ／ 500
以上 

給水施設の位置、形状、内のり寸

法および取水方法並びに消火栓

の位置（排水施設計画平面図と併

用してもよい。） 

自己居住用住宅は

不要 
 

がけの断面図 
１／50 以

上 

がけの高さ、勾配及び土質、切土

又は盛土をする前の地盤面並び

にがけ面の保護方法 
 

擁壁の断面図 
１／50 以

上 

擁壁の寸法及び勾配(1:0.5 等を表

示)擁壁の材料及び寸法、裏込コン

クリートの寸法、透水層の位置寸

法、擁壁を設置する前後の地盤

面、基礎地盤の土質並びに基礎杭

の位置、材料および寸法。 

 

求 積 図 

造成地求積図 
１ ／ 500
以上 

造成地について三斜方式等によ

り求積、区画割りについても求

積。 
 

公共公益施設求積

図 
１ ／ 500
以上 

公共公益施設について、道路、公

園、広場、緑地緩衝帯、水路等に

ついて三斜方式等により求積。 
 

防 火 
水 槽 

防火水槽構造図 
１／50 以

上 
 自己居住用住宅は

不要 

防 災 

工 事 

防災工事計画平面

図 

１／1,000
以上 

方位、等高線、計画道路線、段切

位置、ヘドロ除去位置、除去深さ、

防災施設の位置・形状・寸法及び

名称、流土計画、工事中の雨水排

水路、防災措置時期及び期間（原

則１ha 以上） 

自己居住用住宅は

不要 

防災施設構造図 
１ ／ 100
以上 （原則１ha 以上） 

自己居住用住宅は

不要 

※宅造区域又は特盛区域内における開発行為で、盛土規制法の届出又は許可を要する土地の

形質の変更がある場合は、盛土規制法に基づく図書を添付すること。 

※その他町長が必要と認める図書を添付すること。 



 

③その他計算書等 

申請 

図書 
図書の種類 明示すべき事項 備考 

水 理 
計 算 

排水流域図 
開発区域に流入する地域、開発区域内の各

排水区域、調整池等の位置 
 

流量計算書 
計画雨水量、合理式流量計算書、クッター

公式、マニング公式 
 

安 定 
計 算 

構造物の安定計算書 擁壁の安定計算、その他  

現 況 
写 真 

現況写真 
開発区域の現況、道路、排水路等開発行為

に関係のある公共施設の現況 
 

※宅造区域又は特盛区域内における開発行為で、盛土規制法の届出又は許可を要する土地の

形質の変更がある場合は、盛土規制法に基づく図書を添付すること。 

※その他町長が必要と認める図書を添付すること。 

 

 


